
様式第1号(市民活動団体提案事業)

令和5年度募集国分寺市提案型協働事業「提案書」

国分寺市長殿

国分寺市

� ,y\-

収受
-和5年10月31日

回体の所在地国分寺市内藤15-38

団体名Npo法人まちづくりサポー国分寺

代表者氏名 龍神瑞穂
(※ン’

(来)本人が手書き(署名)しない場なは, 記夕,し押印してください

次のとおり提案します。なお, 会員名簿.担当者連絡先を除き公開を承諾します。

1提案事業名

2提案事業期間

国分寺ェリアの「野川整備計画」の早期実現の気運醸成のため

「野川源流スクールj (自慢できる源流のまちへ)開講事業

(適合する, 市の施策または事務事業名:河川.水路の整備維持管理事務事業)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

3提案事業予算

4提案概要

(事業目的, 内容等

を400宇以内でご記

入くださレ、。この欄

の記載内容は, ホー
ムページ等で公表し

ます。)

948.260円

令和4 . 5年度の瘍働事業として「野川源流スクール」を実施し

ているが、本事業は単年度で目的を達成できるものではなく、発

展的に継続して実施する必要がある。更に、昨年度の実施過程で

各小学校からも継続・拡大実施が期待されていろ。

そこで、市民の野川源流に対する知識と河川改修への理解を深め

るため下記の事業を市と協働で行う。
記

野川源流スクールジュニア(小学生対象)1,

2.

1野川源流に関する座学と散策

2国分寺ェリアの野川の「地図」作り

3野川検定(ジュニア検定)の実施

(座学成果確認.と野川への関心を高めるため、合否は問わず、

自己採点とする)

{主な内容}

多自然川づくりへの知育

.湧水*植生‘水生生物.昆虫.外来種等

.治水、防災面での課題(豪雨, 地霞対応等未整備)

野川源流スタールシニア(高校生以上対象)

1講習会実施

2国分寺ュリアの散策実施

3野川検定(シニア検定)の実施

4野川ポランテイアガイドの認定

5添付書類

□提案書(2号様式)1&2
B収支予算書(3を様式)
□団体概要書(4を様式)
□定款又は規約
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様式第2号-1 (市民活動団体提案事業)

団体名NPO法人まちづくりサポート■分寺

1提案事業名

2事業の目的

(解決すべき社会

問題・地域課題,

事業の意義や必要

性について)

3事業の内容

(事業の目的を達

成するために何を

する力、)

4事業計画

(事業の実施スケ

、ジ�1レ)

5目標値

(事業期間で達

成する目標)

国分寺ェリアの「野川整備計画」の早期実現の気運醸成のため

「野川源流スクール」(自慢できる源流のまちへ)開講事業

東京都「野川整備訃画」の早期実現へのぢ運醸成を図る。

国分寺に一級河川好川の源流が、存在することさえ知られていない現状を

早急に改善する。

又、豪雨対応が遅れている現実を詔、識し、防災意識の高楊を図ると共に多

自然川づくりの意義を浸透させることが急務である。

そこで、現状と課題を実践的に学ぶため、「戰川源流スタール」を開講す

る。

野川の存在と未整備の現実を実践的に、広めるため

小学校の授業で取り上げ、親である大人の理解も進める。

①野川源流スタール(ジュニア・シニア)での座学.講晋会と、散策

.国分寺ェリアの野川(1. 75 k m)を対象

.ジュニアは、座学、散策、野川源流の「地図」作り

.シニアは、講習会と散策

.日立中央研究所大池の見学を検討

②「野川検定」の実施

.教本と検定問題の作成

.「シニア」講習会と検定

(「ジュニア」は、自己探点とし、合否は問わない)

③「ボランテイアガイド」の認定.登録(シニア)

令和6年

1.野川源流スクールジュニア

I～5月 各学校との日程調整

I～5ガ 座学の内容の整理と講師決定

及び散策ルートの決定

I～6月 座学用教本の作成

I～6月 野川検定(ジュニア検定)問題作成

～12月 座学、散策、「地図」づくり実施

野川検定(ジュニア検定)の実施

令和6年4月

令和6年4月

令和6年4月

令和6年5月

脅和6年6月

2.野川源流スタールシニ

.令和6年5月～9月

.令和6年5月～9月

.令和6年10月～

1

2

3

ニア

講習会の内容整理と講師選定

講習会用教本の作成

野川検定(シニア検定)の問題作成

講習会、散策、検定、「ポランティアガイ

ド」の認定.登錄の実施

日立中央研究所大池の見学を検討

ニア」のポ内小夕校4校(4年生450名)での

.令和6年11月

「弾川源流スターノ

実施

「野川源流スクールシニア」の溝習会.散策と検定を2回(60名)実

施

「ポランティアガイド」認、定.登録者40名

2



様式第2承2 (市民活動団体提案事業)

団体名ぜ0法人まちづくりサポート國分寺

6事業の対象

(地域, 具体的対象

者, 対象総人数等)

7事業の突施場所

r

8役割分担

(具体的に)

101じと協働する意

義及び必要性, 協

働1'こよる相乗効果

11事業実施後の展開

(成果の活用方法又

は, 提案団体の自主

的な活勤展開等)

野川源流スタールジュニア」は、小学生4年生450名

(市内小学校は一小、三小、四小、七小を予定)

「野川源流スタールシニア」は、ボ民向けに講習会.散策.検定

を、各2回実施

1

2

3

座学.ジュニア検定は、

散策は、市内野川周辺

講習会.シニア検定は、

市内小サ技(-小.三小.四小.七小)

市内公共施設

!

活用

<ルアップが閃られて

9目標が達成された

狀態

<提案団体が担う役割> ’

.教本の作成

.プログラムの企両.コーデノネイト

・座学講師の確保及び講習会講師の選定

-散策の実施

.浄定(ジュニア・シニア)問題の作成

.検定(ジュニア‘シニア)の実施

<市が担う役割>

・座学及び講習会講師の選定(協議)

‘プログラムの企画.コーディネイト(協議)

・講習会・検定場所の確保

.ジュニア・シニア各教本.検定問題の確認

.広報(参加者の募集)

.I野川ポランティアガイド」の誌定.登おとスキルアップ

.ポランテイアガイドが+分確保され、

いる。

.ポランテノアガイドを中心にして、「まちづくりと野川に関する
感談会」の拡大され充実はかられている。
.野川に対する関心が深まり、「野川整備計画」のモ期莫現の気運が
更に高まっている。

「野川整備計画jの早期実現は、市を挙げての積年の取組課題であ
り、市民の顎いでもあろ。その為に気運醸成は必須の課題である。
本事業は、正に協働事業の特性を括かせるものである。
加えて小学生に対する訴まは、将来の市民の野川への認織を深める事
ができる。

更に、小学校への授業としての実施とポランティアガイドの誌定.
登録は、市との協働が必須である。

また、本事業により、市の歴史や環境への市民の認織高揚の効果が

期待される。

.本事業が、NPOと市がモを携えながら協働事業として定着し、
「野川源流スタール」カシ環境教奇.まちづくりへの市民参加の

きつ力、けともなる。

.NPOとしても、継続的な課題として取り組んでいきたい。

.本事業により、I野川源流スクール」の散策案内者.講師陣の養成が

進み、「野川源流スタール」の循環的拡大が図れる。

I
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様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体概要書

糸枠の大きさは, 字数制限を表すものではありません。梓を広げて必要な事項を記入してください。

ただし簡潔に分力、りやすく記入してください。

団体の名称

所在地

ひリカ、'ナ) マチプクリサポートコクプンジ

NPO法人まちづくりサポート国分寺

〒185̶0033

国分寺市内藤1丁目5番地3 8

設立年月日

会員の状況

活動目的

平成20年1月29日

年会費
正会員数 14人・団体

(内国分寺市民 12人)

年会費
賛助会員数 人

団体

この法人は、広く一般市民を対象として、国分寺市まちづくり条例及び国
分寺市環境基本条例に則した、市民と行政とのまちづくりを支援するた
め、まちづくりに関する情報提供.相談.支援等を行い、住み続けたいま
ちふるさと国分寺の実現に寄与することを目的とする。

活動内容・活動実

績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

場合には'委託事業

名, 委託契約先名,

委託時期を記入して

下さい。)

T�̶A�̶�

市民活動団体支援

国分寺百景の展示*公開

環境授業の支援(九小、五小、二中)

街歩きの出張講座(座学と街歩き)

公募型協働事業「国分寺市職員NPO派遣事業受託j
市民フュステイバルの参加

冊子「国分寺の新田物語」刊行販売

ht?p:じ、、料.raach i sapo̶kokじbじo ii. "0

担当者速絡先

円000
0
.
)



特定非営利活動法人まちづくりサポート国分寺

第1章総則

(名称)

第1条この法人は、特定非営利活動法人まちづくりサボート国分寺という。

ぐ事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を東京都国分寺市内藤一丁目5番地3 8に置く。

(目的)

第3条この法人は、広く一般市民を対象として、国分寺市まちづくり条例及び国分寺市環境基

本条例に則した、市民と行政との協働によるまちづくりを支援するため、まちづくりに関

する情報提供・相淡・支援等を行い、住み続けたいまちふるさと国分寺の実現に寄与する

ことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)まちづくりの推進を図る活動

(2)環境保全を圃る活動

(3)以上の活動を行う団体の蓮営又は活動に関する―、肋言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業

を行う。

(1)まちづくり及び都市計画等に関する情報の収集・提供事業

①まちづくり及び都市計画に関する情報の収集・提供

②環境に関する情報の収集・̶

(2)まちづくり及び都市計画に関する調を・研究・提案事業

(3)まちづくりに関する相淡・ �事業

(4)地方公共団体等からのまちづくりに関する業務の受託事業

(5)まちづくりに関する普及̶事業

①機関紙、情報誌の発行

②イペント等の開催

第2章会員

(種別)

第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動■法(以下「法と

いう。J)上の社員とする。

(1)正会員この法人の目的に養同して入会した個�び団体

(2)養助会員この法人の目的に資同して資助するために入会した個人と団体

(入会)

第7条会員の入会については、特に条件は定めない。

2会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申

し込むものとする。

3理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけれぱ

ならない。



4監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは̶に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又

は所轄官庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2捕欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任

期の残存期間とする。

3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな

ければならない。

ぐ％,-まン

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを

捕充しなければならない。

(解任)

第18条役員が次の各号の一該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができ

る。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義 その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を

与えなければならない。

(報酬等)

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁俊することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章会議

(種別)

第20条この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条総会は、正会員をもって構成する。

(緯会の機能)

第22条総会は、以下の事項について鶏決する。

(1) ̶の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更



(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く 。第49条におい

て同じ。)

(8)その他新たな義務の負担及び権利の̶

(9)解散における残余財産の帰属

(1のその他塞営に関する重要事項

(緣会の開催)

第23条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次に掲げる̶に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があっ

たとき。

(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第24条緯会は、前条第2項第3号の̶を除いて、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から

3 0日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、揚所、目的及び容議事項を記栽した書面により、

開催の日の少なくとも5日前までに̶しなければならない。

(総会の議長)

第25条緣会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(緣会の定足数)

第26条総会は、正会員維数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(維会の議決)

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ̶した事項とす
る。

2総会の議事は、この�に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し

可否同数のときは、譲長の決するところによる。

(緯会での表決権等)

第28条各正会員の表決権は平等なものとする。

2やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ̶された事項につ

いて、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ

る。

3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び̶第1項の.については、総会に

出席したものとみなす。

4緯会の議決について、特別の利害閲係を有する正会員は、その議事の議決に加わること

ができない。

第29条維会の議事については、次の事項を記栽した議事錄を作成しなければならない。

(D日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書商表決者又ゆ表決委任泰がある揚合にあっては、そ



2予傭費を̶するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の̶a及び更正)

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、維会の議決を経て、既定予算の�口又

は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条この法人の事業報告、財産目録、資借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎

事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけ

ればならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に綠り越すものとする。

第49条予算を持って定めるもののほか、借入金の借̶その他新たな義務の負担をし、又は権

利の̶をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章̶の変更、解散及び合併

(―の変更)

第50条この法人が�を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多

数による醸決を経、かス法第25条第3項に規定する軽徵な事項を除いて所轄庁の露証

を得なければならない。

(解散)

第51条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠乏

(4)合併

(5)破産手練開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾

を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の露定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存す

る財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するもの

とする。

(合併)

第53条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を

経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章�の方法

(公告の方法)

第54条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲栽して行う。

第p寧事務肩



の数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及̶決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び総会において選任された議事錄署名人2名が、記名押印又は署名

しなければならない。

(理事会の構成)

第30条理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条理事会は、この̶に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)入会金及び会費の額

(4)事務局の■及び運営

(5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集

の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理

事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面に

より、開催の日の少なくとも5日前までに̶しなければならない。

(理事会の議長)

第34条理事会の義長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第35条理事会における議決事項は、第3 3条3項の規定によってあらかじめ̶した事項とす

る。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

(理事会の表決権等)

第36条各理事の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ̶された事項にっ

いて書面をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前̶び次条第1項の̶については、理事会に出

席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること

ができない。

(理事会の議事録)



第37条理事会の議事については、次の事項を記栽した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者̶び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する

こと。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及̶決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事錄には、議長及びその会議において選任された議事̶名人2名が、記名押印又は

署名しなければならない。

第5章資産

(資産の構成)

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記栽された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他のa

(資産の区分)

第39条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のjとする。
(資産の管理)

第40条この法人の資産は、理事長が管理しその方法は、総会の義決を経て、理事長が別に定

める。

第6章会計

(会計の原則)

第41条この法人の会計は、法第27条各号に揭げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計のjとする。
(事業年度)

第43条この法人の事業年度は、每年4月1日に始まり、翌年3月3 1日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに

理事長が作成し緣会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することがで
ぎる。

2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第46条予算、は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。



(事務局の設置)

第55条この法人に、この法人の事務を̶するため、事務局を設置する。

2事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第56条事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び蓮営)

第57条事務局の組織及び蓮営に関し必要な事項は、総会の譲決を経て、理事長が別に定める。

第10章雑則

(細則)

第58条この̶の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1

2

この̶は、平成21年3月2 6日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長

理

理

理

理

理

理

監

事

事

事

事

事

事

事

藤井

須崎

高橋

富田

本田

龍神

保坂

蔽本

新保

健史

英夫

和雄

潔

久幸

光枝

縱

直樹

3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、

この法人の成立の日から平成2 0年5月3 1日までとする。

4この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日力、

ら平成2 0年3月3 1日までとする。

5この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会

の定めるところによる。

6この法人の設立当初の入会金及び会資は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と

する。

(1)入会金正会員(個ん団体) 1, 0 0 0円

(2)年会費正会員(個人、団体) 3, 0 0 0円

養助会員(個人、団体)1口10, 0 0 0円(1口以上)
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令和5年度収支予算計画(案)
(令和5年4月1日̃令和6年3月31日)

I � M又�

費目

会費3,000X12
雑収入
市より協働事業収入
前年度繰越金
合計

予算額

36,000

10,000

668,500

529,882

1,244,382

n.支出

項目 細目

1.まちづ〈りサポート
国分寺の管理'運営

通信運搬費

消耗品等

慶甲費

ホームページの更新

印刷製本費

保険料

計

3.まちづ〈りに関する
普及啓発

. ̃卜̃

十-

!

!

2- 二蹴るポ̶およ■
活動費

出張講座

協働事業 I
.�■��で■ン� ロフ-

4.予備費

参加

合

計 !

第4号議案

単位：円

予算額 備考

5,000

3,000

10,000

30,000

1,000

6,000事業所保険

55.000

2,000

30,000

5,000

600,000

計

15,000

650,000

10,000

717,000

m.次年度への繰越見込額

繰越額 527,382


